
第 ５ ７ 号 の ４ の ３ 様 式 （ 規 格 Ａ ４ ）                 

 

還付金の受領に関する委任状  
 

年   月   日  

群馬県自動車税事務所長あて  
                                委任者（納税義務者）  

住所 又 は 所 在 地                  

 

 

氏名 又 は 名 称  

                    印  

 私は、次の自動車 税に還付金が発 生した場合は、下記の者 に還付金の受領につ いての

一切の権限を委任します。  

課税年度 年度  

登録番号 群・群馬  
 

高崎・前橋  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

か な  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

還
付
金
を
受
領
す
る
方
が
記
入
し
て
く
だ
さ
い  

受  
 
 

任  
 
 

者  

住  所  

（所在地）  

 （〒    －     ）  

  

電話番号   

ﾌﾘｶﾞﾅ    

氏名（名称）
 

 

還  
付  
金  
の  
受

領  
方  
法  

□  群馬銀行の本店・支店の窓口で受領する（群馬県内在住者のみ選択 可）。  

□  口座振替により受領する。  

口  
座  
振  
替  
先  

金融機関名
                銀行・ 金庫                      本店  

               組合・ 農協                      支店  

口 座 番 号 普通  ・  当座         
ﾌﾘｶﾞﾅ    

預金名義人
 

 

還付理由 抹消  ・  重複納付  還付理由発生日  年   月   日  

添  

付  

書  

類  

１  印 鑑 登 録 証 明 書 原 本又 は 群 馬 県 自 動 車 税 領収 証 書 原 本  

 ※ 重 複 納 付 の 場 合 は 、受 領 し た 全 て の 領 収 証書 原 本 を 添 付 し て く ださ い 。  

２  抹 消 を 証 す る 書 類  

３  住 民 票 の 写 し 等 （ 転居 、 婚 姻 等 に よ り 委 任者 （ 納 税 義 務 者 ） の 住所 又 は 氏 名に  

変更 が あ つ た 場 合 に 、 異動 情 報 が 分 か る 書 類 ）  

注 
 

意 
 

事 
 

項 

１  こ の 委 任 状 は 、自 動車 税 に 係 る 還 付 金 を 本 人（ 納 税 義 務 者 ）以 外の第 三者 が受 領す る

場合 に 作 成 し 、 還 付 理 由が 発 生 し た 日 の 属 す る月 の 末 日 ま で に 提 出 し て く だ さ い。  

２  委 任 者 欄 は 、委任 者が 自 署 し て く だ さ い 。ま た 、押 印欄 には 実 印 を押 印し 、印鑑 登録

証明 書 の 原 本 を 添 付 し てく だ さ い 。た だ し、群 馬県 自動 車税 領収 証 書の原 本を 添付 する

場合 は 、 認 印 に 代 え る こと が で き ま す 。  

  な お 、 委 任 者 が 法 人で あ る 場 合 は 、 添 付 書類 に か か わ ら ず 、 法 人の 所 在 地 並び  

 に 法 人 名 及 び 代 表 者 氏名 を 記 入 し 、 代 表 者 印を 押 印 し て く だ さ い 。  

３  預 金 名 義 人 欄 は 、 受任 者 の 氏 名 又 は 名 称 と同 一 の も の を 記 入 し てく だ さ い 。  

４  還 付 理 由 が 事 実 と 異な る 場 合 に は 、 還 付 でき な い 場 合 が あ り ま す。  

５  提 出 時 に 、 申 請 者 の本 人 確 認 を さ せ て い ただ き ま す の で 、 御 了 承く だ さ い 。   


